
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

六

八

号

財
団
法
人
海
外
技
術
者
研
修
協
会
の
旅
館
業
法
違
反
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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財
団
法
人
海
外
技
術
者
研
修
協
会
の
旅
館
業
法
違
反
に
関
す
る
質
問
主
意
書

無
許
可
で
ホ
テ
ル
営
業
を
行
い
、
旅
館
業
法
違
反
に
問
わ
れ
書
類
送
検
さ
れ
た
財
団
法
人
海
外
技
術
者
研
修
協
会
と
同
協
会

横
浜
研
修
セ
ン
タ
ー
館
長
は
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
十
三
日
、
横
浜
検
察
審
査
会
に
よ
っ
て
「
協
会
が
寄
付
を
し
て
い
た
地
元
企

業
の
関
係
者
を
そ
の
見
返
り
に
泊
め
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
、
違
法
性
の
認
識
は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」
と
判
断
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
に
関
連
し
て
下
記
に
示
す
よ
う
に
様
々
な
問
題
点
が
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

中
部
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
旅
館
業
法
違
反
に
つ
い
て

一
九
九
八
年
三
月
、
同
協
会
の
中
部
研
修
セ
ン
タ
ー
に
高
校
生
を
宿
泊
さ
せ
、
愛
知
県
豊
田
市
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
、

旅
館
業
法
に
抵
触
す
る
行
為
で
あ
る
と
行
政
指
導
を
受
け
た
。
豊
田
市
の
こ
の
行
政
指
導
を
同
協
会
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
、
ど
う
解
釈
し
た
の
か
。

二

横
浜
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
旅
館
業
法
違
反
に
つ
い
て

�

同
協
会
横
浜
研
修
セ
ン
タ
ー
設
立
に
際
し
一
般
利
用
者
を
宿
泊
さ
せ
る
た
め
に
は
旅
館
・
ホ
テ
ル
の
営
業
許
可
の
取
得

が
絶
対
条
件
で
あ
る
と
の
認
識
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
用
途
地
域
が
工
業
地
域
で
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
営

一



業
許
可
の
対
象
外
と
承
知
し
、
横
浜
市
経
済
局
の
誘
致
に
よ
り
例
外
的
に
承
認
さ
れ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
旅
館
業
法
違

反
を
続
け
て
き
た
の
か
。

�

十
年
以
上
旅
館
業
法
違
反
を
犯
し
続
け
、
地
元
旅
館
の
顧
客
ま
で
値
引
き
し
て
奪
っ
た
行
為
に
反
省
は
な
い
の
か
。

�

横
浜
市
か
ら
は
旅
館
業
法
違
反
に
つ
い
て
い
か
な
る
指
導
を
受
け
た
か
。
そ
の
指
導
に
ど
う
答
え
た
の
か
。

三

旅
館
業
法
違
反
に
対
す
る
同
協
会
の
認
識
に
つ
い
て

�

一
九
九
八
年
以
前
の
旅
館
業
法
違
反
を
認
識
不
足
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
豊
田
市
か
ら
の
行
政
指
導
後
の
一
九
九
九
年

六
月
ま
で
十
ヶ
月
間
漫
然
と
違
法
行
為
を
繰
り
返
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

�

日
本
経
済
の
低
迷
、
景
気
回
復
の
兆
し
が
見
え
な
い
中
、
一
般
の
旅
館
業
者
は
苦
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
無

許
可
と
格
安
料
金
を
も
っ
て
民
間
旅
館
の
顧
客
を
奪
い
多
大
な
損
害
を
与
え
た
こ
と
に
対
し
て
申
し
訳
な
か
っ
た
と
い
う

謝
罪
と
反
省
の
意
を
同
協
会
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


